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 平成 28 年の教育公務員特例法の改正により，新たに校長及び教員の資質向上に関する「教

員育成指標」とその指標を踏まえた「教員研修計画」の策定が義務づけられた。各自治体で

は平成 29 年度中の自治体での公表を目指し作成を急いでいる。多くは，採用前までを養成期，

教職準備期とし，採用後が育成のスタートとしている。教職大学院では，高度な教職実践人

として授業カリキュラムを設定し，学部養成にプラスアルファの内容を加え，育成を進めて

おり，学部卒の学生とは異なる資質や能力を習得させようとしている。求める資質や能力に

は，それぞれの自治体の実情や願いが含まれており，育成の期分けや考え方に特徴が見られ，

作成の過程での議論などの話を聴取することができた。今後，これを参考に教職大学院の授

業内容の再構成を行い，カリキュラムの見直しをすることが重要であろうと考え，本調査を

実施し，その状況を報告する。 

 
 
 

１ 調査・研究の目的 

 

 現在，教員になるためには，教員免許法に基づ

き，大学等において，単位取得のための科目を履

修し，単位を認定によって，養成を進めている。

一方，自治体は，それぞれの自治体毎に，採用試

験を実施し，自治体にとってよりよい教師を獲得

しようと努力している。大学では，採用しようと

する自治体の教師像を十分に把握し，資質や能力

を有した教員を輩出することが重要である。 
冒頭で述べたように，平成 28 年の教育公務員

特例法の改正により，新たに校長及び教員の資質

向上に関する「教員育成指標」とその指標を踏ま

えた「教員研修計画」の策定が義務づけられた。

本学では，「平成 28 年度 総合的な教師力向上の

ための調査研究事業」として，九州地区教員育成

指標研究協議会を立ち上げ，九州地区の各県教育

員会，教育研修機関，大学，学校関係者とともに

現在の教育状況に鑑み，モデル育成指標作成に取

り組み，寄与することを目的として動いている。

九州の多くの自治体は，ここでの議論を踏まえ，

他の自治体の動向を見ながら，それぞれで作成を

進めてきて，ゴールを迎えようとしている。その

中では，「学び続ける教員に求められる資質・能力」

を基にして，「教師の素養」「教師の実践」の二つ

の柱で指標が整理されている。 
現在，教員の高度化が言われ，教育学部大学院

の多くが，教職大学院への移行を実施し，今後，

教職大学院では，学部養成後の育成を視野に入れ

た踏み込んだ指導とともに即戦力となる教員であ

ったり，多様な視点を身につけたりした，人材の

輩出が期待されている。学校現場で実務を適切に

対応できる即応力も重要であるが，教員の長い教

職人生において，学び続け，キャリアを獲得する

には，「学び続けるための視点」が必要であり，現

在，本学，教職大学院で標榜している「理論と実

践の往還・融合」が必要であろうと考える。学部

での教員養成も今後変化するであろうこの時期に

当たり，このような観点から，今回の調査を通し

て，教職大学院で実施している養成側の学修内容

の改善を検討することは重要である。採用側であ

る自治体教育委員会の描く教員育成指標の中に，
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求める教員像を見いだし，授業内容やカリキュラ

ム検討の資料とすることを目的に聞き取り調査を

実施した。 
 

２ 研究大会や研究報告に見る教員育成指標等

に関わる調査 

 

(1) 調査の目標 

 教職大学院に関連する研究大会や研修会の際に

取り上げられる教員育成指標の資料や他大学の学

修内容に関する研究発表・実習の概要資料を元に，

直接先方等にコンタクトをとったり，訪問したり

して，各地の取り組みを調査収集した。 
 
(2)  調査の概要 

①収集の期間：平成 29年 4月～平成 29年 12月 

②研究対象 

 教職大学院関係の研究大会・研修や教員養成に

関する講演会等における養成・育成に関する発表

や配布資料等による情報収集をした。 

 

(3)  情報収集の計画 

 下記に示す機会を利用し，情報収集をした。 

①平成 29年度日本教育大学協会研究集会 

②平成 29年度日本教職大学院協会研究大会 

 

(4)  情報収集の実際 

①平成 29年度日本教育大学協会研究集会 

日時 平成 29 年 10 月 14 日（土）9 時 30 分から

場所 「刈谷市総合文化センター（アイリス）」 

   （事務局 愛知教育大学） 

 参考にした内容プログラム及び資料収集の場 

・招待講演  

テーマ：「教職大学院の充実に向けた施策の動向」 

講 師： 文部科学省 

・パネルディスカッション 

テーマ：「教員育成指標をめぐる教育委員会との連

携について」 

登壇者：  

縄田 裕幸（島根大学教育学部・副学部長） 

北村 高則（横浜市教育委員会教職員育成課・主

任指導主事） 

加藤 吾郎（愛知県教育委員会教職員課・主幹） 

堀江 成孝（名古屋市教育センター・研修部長） 

西淵 茂男（愛知教育大学・理事（連携担当）・

副学長） 

・分科会（研究発表） ［13:00～17:40］ 

（１）第１分科会 「学部段階での教員養成」 

（２）第２分科会 「大学院段階での教員養成」 

 

②平成 29年度日本教職大学院協会研究大会 

日時：平成 29年 12月 9日（土）  

場所：一橋大学一橋講堂 

参考にした内容プログラム及び資料収集の場   

基調講演 

「１０年目を迎えた教職大学院への期待」 

講師 義本 博司 氏（文部科学省高等教育局長） 

パネルディスカッション 

「１０年目を迎えた教職大学院の成果と課題  

    －教員養成改革と教職大学院への期待－」 

パネリスト 

早川三根夫 氏（岐阜市教育長） 

石田  周 氏（東京都教職員研修センター研修

部教育開発課長） 

向山 行雄 氏（帝京大学大学院教職研究科教授） 

髙瀬 淳 氏（岡山大学大学院教育学研究科教授） 

コーディネーター 

吉水 裕也（日本教職大学院協会事務局次長・ 

                 兵庫教育大学大学院学

校教育研究科教授） 

 

（5）情報収集から得られたもの 

 現在，教員育成指標の作成を契機に，どの自治

体でも指標作成とともに，研修内容や評価などの

見直しが進められている。しかし，その内容には

自治体によって大きく差があり，これまでの数度

の改訂を重ねている自治体もあれば，教員の職に

応じて教員育成指標を作成している自治体もあっ

た。県は，各市町村への提示もあるため，早めの

進捗状況で，それを受けての自治体はやや進度が

遅いものもあった。 

 また，教員を養成する側の大学や教職大学院は，

その動向を見ながら，どのような方法でその養成

に取り組むか様々な工夫と模索が見られた。 

 特に，教職大学院の取り組みでは，10年目を迎

える教職大学院と近年スタートを切った教職大学

院ではその様相が大きく異なり，年数の長い大学

院での，カリキュラムや実習の在り方の見直しが

大きく,多く見られ,課題となっていた。 

 また，教職大学院の所在地やその自治体との関

係において，一定のシステムが構築されていると

ころと，そこが，まだ機能しきれてない部分も見

られた。 

 また，学校現場に教職大学院の存在が周知され

ておらず，理解が進んでいないために，実習が院

生にとって有効な学びに結びついていない状況も
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報告され,実習の在り方の見直しを進めている例

もあった。 

３ 教員育成指標作成の実態を把握する調査 

 

 自治体，教育委員会訪問調査による作成の経緯

把握と目指す教師像の聞き取り調査 

  
(1) 教育委員会訪問調査の目標 

本学の人材育成指標連絡協議会に参加の自治

体教育委員会に協力を願い，作成担当課を訪ね，

作成までの経緯や目指す教師像などを聞き取

り，現在，教職大学院が進めている授業内容の

課題等を析出する。 

 

(2) 教育委員会訪問調査の概要 

 平成 29 年 10 月～12 月 九州地域内の複数の

自治体，教育委員会にコンタクトをとり，現時点

までにできている「教員育成指標」の説明を聞き，

これまでの作成の経緯やその困難点などを聞き取

るようにした。 
 訪問調査に当たり，いくつかの質問事項を用意

し，予め，知らせておき，その回答をいただくな

ども実施した。 
 

(3)教員育成指標の作成にかかる取材調査の計画 

①研究期間：平成 29年 11月～平成 29年 12月 

②研究対象 

 下記に示す自治体，教育委員会の教員育成指標

作成担当課を訪問し，取材した。 

a) 自治体Ａ（県） b) 自治体Ｂ（市） 

c) 自治体Ｃ（県） d) 自治体Ｄ（市） 

e) 自治体Ｅ（県） 

 本学学生や本教職大学院生が，これまで教員を

志望した自治体を中心に，九州管内で選定した。 
 また，下記に示す質問項目を事前にお願いし，

その内容を含む形で説明を受け，それに対する質

疑をすることで訪問調査とした。 

 事前質問内容は下記のような内容である。 

 

1 人材育成指標作成の過程は，どのように進め

てきたか。 
2 現在，人材育成指標は，どこまで進んでいる

か。 
3 この後，人材育成指標は，どのような過程を

経て，どのように活用する予定か。（研修内容，

人事評価等） 
4 ステージや期分けは，どのような考えに基づ

いて作成を進めたか。（破線，波線や区切り方

（斜め線）などの意図） 
5 求められる資質は，どのような考えに基づい

て作成を進めたか。（教育基本計画や年度計画

など） 
6 現在，人材育成指標に示すような学生が着任

しているか。 
7 人材育成指標に照らして，大学の教員養成に

求めることはどのようなことか。 
8 現在，各県に教職大学院ができているが，教

職大学院修了者は，人材育成指標に照らして，

どのような部分を，どの程度延ばしていること

を期待するか。 
9 これまでの福岡教育大学教職大学院修了者が

いれば，その姿はどのように捉えているか。 
10 今後，教職大学院修了者には，どのようなこ

と（資質等）を期待をするか。 
11 今後，採用時の猶予期間や大学院修了者の新

規採用時の特別な措置は，どのように検討して

いるか。（新規採用者研修の内容検討，研修内

容と単位互換 等）人材育成指標との関係など 
12 今後，人材育成を進めるにあたって，注目し

たり，参考にしたりしたい育成の考え方などが

あるか。例えば，〇リフレクション・省察など

の分野，〇メンタリング・コーチングなどの分

野 
 

(4) 教育委員会訪問調査の実際 

 

① Ａ自治体教育委員会（県） 

調査期日 平成 29 年 12 月 1 日（金） 
訪問者  福岡教育大学教職大学院 教員 
対応者  教育委員会 2 名 
A県は，平成27年12月に「学校教育振興プラン」

を策定し，それに基づく教員の指導力や学校の組

織力の向上に関する施策を推進している。 

本年度の教員の指導力向上に関する教育施策で

は，次の4点を重点的に推進している。 
①校内研修・自主研修の推進 
②大学や教職大学院等と連携した研修等の充実 
③大学等と連携し，実践的指導力を育成 
④小学校の英語教育に関する資質・能力の育成 
②と③では，大学及び教職大学院との連携によ

る教員の指導力向上を重視しており，今後の教員

養成・採用・育成の一貫性を見通しているとも捉

えることが出来る。 
また，本年度の初任者（教職経験 1 年目）に求
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める資質能力としては，次の 3 点を挙げている。 
①教育内容に関する専門的知識，確かな指導技術，

実践的な指導力 

②適切なコミュニケーション能力や対人関係能力  

③社会人としての基本的な素養（学校の中の人間

関係，身だしなみ，言葉遣いなど） 
このため，1 年間の初任者研修では，次のよう

な研修内容を課している。 
・学習指導要領の趣旨と授業づくり 
・教科指導の基本と学習指導 
・学習指導案と授業の実際 
・道徳教育と特別の教科道徳（道徳科）の指導 
・外国語活動の考え方と進め方 
・総合的な学習の時間の考え方と進め方 
・特別活動の基本と指導の実際 
・求められる教師の資質能力と自己啓発，服務，

ストレスマネジメント 
・学級経営の意義と実際 
・生徒指導，カウンセリングの基本と実際 
・いじめ問題の早期発見・早期対応 
・特別支援教育の考え方と指導の在り方 
・健康教育の考え方と今日的課題 
・進路指導の考え方と進め方 
・学校教育における人権教育の課題と実際 
 

A 県の初任者研修の内容の 8 割は，本学教職大

学院教育実践力開発コースの授業科目の中で取り

扱っている内容と重なっている。 
A 県は，平成 29 年 4 月に「教育公務員特例法

等の一部を改正する法律」が施行されたことを受

け，本年度は初任者研修の内容も含め，キャリア

ステージに応じた研修体系の見直しと教員等の資

質向上に関する指標の策定を行っている。このた

め，現時点での比較になるが，A 県が採用時に求

める教員の資質・能力と本学教職大学院のカリキ

ュラムは，ほぼ対応している状況にあると考える。 
ただし，外国語活動の考え方と進め方，進路指

導の考え方と進め方，学校教育における人権教育

の課題と実際については，教職大学院の授業科目

の中で十分に対応出来ているとは言いがたく，今

後のカリキュラム見直しの際の検討材料の一つに

なると考える。 
 

② Ｂ自治体教育委員会（市） 

調査期日 平成 29 年 12 月 
訪問者  福岡教育大学教職大学院 教員 
対応者  教育委員会指導主事 
 
〇質問の回答及び説明 

・市では期待される教師像を次のように掲げてい

る。 
「私たちは，それぞれの個性を十分に生かしな

がら，愛する児童生徒のために，共通の目的向か

って相互に協力しながら全力を投入できる教師で

ありたい。」 
・児童生徒理解を基盤に，個性を尊重し，授業や

生徒指導ができる教師。 
・児童生徒や保護者地域との信頼関係を築くこと

ができる教師。 
・自らを正し，自己反省をして，絶えず研修する

ことを厭わない教師。 
また，市が求める教師像として， 
・公務員としての自覚と高い倫理観，教師として

の情熱と使命感を持つ人。 
・広く豊かな教養と社会性を備え，教育専門家と

しての確かな力量を持つ人。 
・心身ともに健康で，子どもへの愛情と豊かな人

間性を持つ教師 
を示している。 
また，初任者研修の内容として，次のものを実

施し，資料に表記のページ分量を割いている。 
【教師として】５頁  
・教師になること（職業の特質，若手教師とし

ての特長，期待される教師像，福岡市の求める教

師像） 
・学校を知ること（市の課題，学校の教育目標

と経営方針，学校の教育課程と年間計画，学校経

営の仕組み，いろいろな会議） 
 

1 章【教師の 1 日】1 頁 
2 章【指導にあたって】4 頁 

・学級経営について ・学級経営案のつくり方 
・学級経営の実際 
【学習指導について】２６頁 
・学習指導を進めるための基本的事項 
・教材研究の在り方 ・学習指導案 
・学習指導の実際 ・評価 ・図書館教育 
【道徳科の指導について】2 頁 
・道徳科の指導にあたっての基本的な考え方 
・道徳科の指導の実際 
【特別活動の指導について】１０頁 
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・特別活動の目標，特別活動の内容構成 
・学級活動の指導について 
・児童生徒会活動の指導について 
・クラブ活動の指導上の留意点 
・学校行事の指導について 
・進路指導について 
・その他の教育課程外の教育活動について（朝

の会と帰りの会，清掃指導，給食の指導，遊

びの指導） 
【総合的な学習の時間の指導について】4 頁 
【小学校外国語の活動の指導について】５頁 
【人権教育について】2 頁 
【生徒指導について】3 頁 
【特別支援教育について】11 頁 
【教育相談について】5 頁 
【児童生徒の健康と安全について】10 頁 
3 章【教師の姿勢について】 
【勤務について】7 頁 
【研修について】1 頁 
【教師の一人として】4 頁 
4 章【資料】 
・服務関係法規と解説 34 頁 
・人権教育関係資料 10 頁 
≪資料≫ 
市が求めている初任者の資質能力 
-新任教師のための教育実践の手引 平成 29 年

度版 より- 
 

〇訪問調査を終えて 
・市においても，教師に求める姿や能力は，児童

生徒理解の力，他の教員との信頼関係を基盤に組

織の構成員として協働する力，保護者や地域との

信頼関係を築き学校の問題をともに解決していく

力である。 
・具体的には，まず始めに，教師像をかかげ，残

りの章でその具体的な在り方等を説明している。

１章からの教師の一日の行動の姿を示し，2 章の

学級経営，教科経営，道徳，特活，人権教育，特

別支援教育等を網羅し，今日的な教師としての行

動を示している。 
 

③ Ｃ自治体教育委員会（県） 

調査期日 平成 29 年 12 月 20 日（水） 
訪問者  福岡教育大学教職大学院 教員 
対応者  県教育委員会 3 名 
 
〇説明内容 
C 県は，平成 29 年 4 月に「教育公務員特例法

等の一部を改正する法律」が施行されたことを受

け，本年度からC県教員資質向上協議会を開催し，

平成 29 年 12 月 12 日に「C 県教員等の資質向上

に関する指標（あるべき姿）」を公表している。 
ア 指標の策定方針 
 各教員等のキャリアアップや人材育成の道しる

べとして，経験段階に応じて求められる資質・能

力を明確化している。また，指標の活用に当たっ

ては，指標に示した画一的な姿を求めるものでは

なく，指標を基に各教員等の長所や個性の伸長を

図ることを留意事項として付け加えている。 
イ 指標の策定の基盤 
指標の策定に当たっては，保護者や教職員自身

など，教育の内外から求められる教職員の目指す

べき姿として，平成 17 年 4 月に策定している「C
の教職員像」を踏まえている。 
その教職員像は，「教職員としての基本的資質」

と「教職員としての専門性」の 2 つを柱にし，表

1のとおりそれぞれに3つの具体像を示している。 

ウ 求められる資質・能力の整理 

 C 県は，「C の教職員像」が各学校や各地域，

教員採用等において広く周知されていることを踏

まえ，表 1のとおり「教職員としての基本的資質」

の①～③を総合的人間力と使命感・倫理観に，「教

職員としての専門性」の①～③を実践的指導力等

とマネジメント力に整理している。  
C の教職員像 

教職員としての 
基本的資質 

教職員としての 
専門性 

①教育的愛情と 
人権感覚 

①児童生徒理解と 
豊かな心の育成 

②使命感と向上心 ②学習の実践的 
指導力 

③組織の一員 
としての自覚 

③保護者・地域住民 
との連携 

 
総合的人間力 実践的指導力等 
使命感・倫理観 マネジメント力 

表 1 
今回の資質向上に関する指標の策定では，「C

の教職員像」をつくり変えていない。九州地区教

員育成指標研究協議会における協議内容を参考に

するともに，今後の教育の動向や国が示す求めら

れる教師像等を考慮に入れて，表2のとおり新し

く4つに整理している。 
エ 経験段階の設定 

 教職員の経験段階と求められる資質・能力の関
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係は，表2のとおりである。 

求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力 

経験段階 基本的な

資質 

専門性 

採用段階 総
合
的
人
間
力 

 

使
命
感
・
倫
理
観 

実
践
的
指
導
力
等 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力 

基礎期 

（1～5年） 

向上期 

（6～10年） 

充実期 

（11～16年） 

発展期 

（17～25年） 

円熟期 

（26年～） 

          表2 

基本的な資質と専門性を経験段階に応じて細分

化することにより，人材育成に関わる指標として

の役割を持たせている。併せて，各教員が自らの

長所や個性の伸長を図ること出来るように，研修

意欲を喚起するとともに学び続ける教師の指標に

もなっている。今回，経験段階に応じた細かな資

質・能力については省略する。 
オ 採用段階で求められる資質・能力 

また，C県では経験段階の中に採用段階に求め

られる資質・能力ついても，表3のように明示して

いる。このことは，国が推進している「教員の養

成・採用・研修の一体的改革」を念頭に入れてい

るからである。また，教員養成機関への要望と期

待の表れでもある。 

経験 

段階 

総合的 

人間力 

使命感 

倫理観 

実 践 的

指 導 力

等 

マネジ

メント

力 

採用 

段階 

人
権
尊
重
の
精
神
を
基
盤
に
教
育
的
愛
情
を
持

っ
て
行
動
し
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
や
協

調
性
を
発
揮
す
る
能
力 

教
育
公
務
員
と
し
て
の
使
命
感
や
責
任
感
を
持

っ
て
児
童
生
徒
に
接
す
る
姿
勢 

養
成
段
階
で
身
に
付
け
る
べ
き
教
科
の
専
門
性

を
基
盤
に
し
た
学
習
指
導
・
生
徒
指
導
等
の
基

礎
的
な
能
力 

養
成
段
階
で
身
に
付
け
る
べ
き
児
童
及
び
生
徒

理
解
や
学
級
経
営
の
基
礎
的
な
能
力
と
，
学
校

組
織
等
や
自
己
の
役
割
を
理
解
す
る
能
力 

表3 

〇訪問を終えて 

 新学習指導要領では，「チームとしての学校」

や「開かれた教育課程」など，組織として機能す

る学校づくりやマネジメント手法の導入が重視さ

れている。具体的には，保護者や地域住民との教

育目標の共有化や教育活動の指導・支援に関する

連携強化，学校内外の強みの活用などである。こ

のため，今後はそれらを推進するための教職員の

資質・能力の育成が求められることになる。 

これらは，高度専門職業人の養成を目指してい

る教職大学院のカリキュラムの編成及び改善に関

する見直しの視点の一つになると考える。 
 

④ Ｄ自治体教育委員会（市） 

調査期日 平成 29 年 12 月 5 日（水） 
訪問者  福岡教育大学教職大学院 教員 
対応者  教育センター主幹指導主事 1 名 
 

〇質問の回答及び説明 
・人材育成指標作成の過程は，従来から作成して

いた人材育成指標を文部科学省から降りてきた情

報を元に再構成した。原案作成は，関係者委員会

での話し合い（教育委員会事務局，市教育センタ

ー指導主事，校長会代表，PTA 等の第三者，大学

等二校含む）で進めた。今後は，教育委員会での

教育委員への説明及び校長会への説明の手順が残

っている。 
・現在，人材育成指標は，公表はまだできない状

況にある。教育委員会で審議した後，市小学校長

会や中学校長会で提案する予定である。 
・この後，人材育成指標は，全ての人材育成に係

るものが，育成指標及び評価資料として活用して

いく。特に研修内容や人事評価等を考えている。 
・期分けは，従来の人材育成指標と同じであり，

経験上から考えても妥当と考える。５〜６年の節

目を得て人材の成長が考えられる。 
・求められる資質は，文部科学省からの資料及び

これまでの本市の考え方に基づいて作成していて

いる。教育基本計画や年度計画などに盛り込まれ

ている。 
・新卒学生が「着任時に求められる姿」は，人材

育成指標に示す姿の学生が，着任しているとは，

まだその段階でない。 
・人材育成指標に照らして，大学の教員養成に求

めることは，児童生徒理解にたって，授業や学級

経営に対応ができる自立した学生を送り出して欲

しい。また，多忙な中でも，同学年や組織の一員

として対等に教育活動ができる人材が欲しい。 
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・教職大学院修了者は，授業づくりや学級経営に

ついては，学部から学校に入る初任者とは異なり，

基礎作り期を卒業し，向上期に入り，多くの課題

に対応できる力を期待している。若手のリーダー

として機能して欲しい。また，タフであること。

教職員と協働できること。児童生徒や保護者との

信頼関係を築くことができること。なども期待さ

れる。 
・今後，採用時の猶予期間や大学院修了者の新規

採用時の特別な措置は，新規採用者研修の内容検

討，研修内容と単位互換等と人材育成指標との関

係などは今後の課題である。 
・今後，人材育成を進めるにあたって，注目した

り，参考にしたりしたい育成の考え方などは，特

段設定してない。 
・福岡教育大学教職大学院修了者は，本市には，

入ってきていない。 
≪資料≫ 
・「市教員等の資質向上に関する指標」の活用に

ついて（平成 29 年 11 月 1 日） 
・キャリア・ステージとしての教職員研修体験 
・市「〇〇」の資質向上関する指標（職毎の指標

校長（教頭）・園長・教員（小・中・髙）・養護

教諭・栄養教諭・学校栄養職員・幼稚園教諭） 
 
〇訪問を終えて 
人材育成指標作成の基本として，従来までの本

市が作成してきた人材育成に係る指標と文部科学

省からの情報をもとに作成している。また，特長

を出すことは可能かという問いに対して，文部科

学省の考え方を踏まえているので，難しい状況で

あるとの回答であった。 
 

⑤ Ｅ自治体教育委員会（県） 

調査期日 平成 29 年 12 月 13 日（水） 
訪問者  福岡教育大学教職大学院 教員 
対応者  県教育委員会 2 名 
 

〇説明内容 
・Ｅ県においては，福岡教育大学で行われている，

「九州地区教員育成指標研究協議会」に参加し，

そこで議論されている基本的な形を参考にしなが

ら作成している。ほとんど，他県と変わらないも

のであると考えている。 
・育成指標の作成に当たっては，資質能力では，

①教職としての素養，②教職の実践を挙げ，特に

使命感や倫理観を大切に考え，教職員像に盛り込

んでいる。 

・キャリア・ステージとしては，５つステージを

考え，第０ステージ「養成期」，第１ステージ「基

礎形成」，第２ステージ「発展」，第３ステージ

「充実・深化期」，第４ステージ「円熟期」を設

定している。採用時に求められる姿は，第０ステ

ージ「養成期」に記載しており，ここに示すよう

な資質能力をもった人の採用を目指している。 
・採用時には，新卒者や講師など，人それぞれの

状態であるので，一様とは思えないが，早い時期

に第１ステージに進んでもらいたいと考えている。 
・教員育成指標の作成に当たっては，県内の教員

免許の取れる大学関係者と教育委員会で協議体を

作り，様々な意見をもらうと共に，県の考えを伝

えて，作成してきた。 
・Ｅ県の教員採用試験は，県内の大学のみでなく，

県内から県外大学に進学して，戻ってくる学生も

多いため，養成期の姿は，一般的で，地元色の強

い指標作成は控えた。 
・採用試験受験者には，講師経験者も多く，教職

大学院の学生であっても，指標の上では，特別な

力を求めたり，位置付けたりはしていない。もっ

ている力を，採用時や採用後にいかに発揮するか

が，重要である。 
・教職大学院においては，採用後のその教員が，

その後，伸びていくような力を付けることを期待

している。 
・学校での研修やその他の研修で，教職員として

の力量形成を願っている。特に学校での研修の充

実が重要であると考えている。 
・Ｅ県教育委員会としても，この教員育成指標の

実現に向けて，研修の内容や在り方の見直しを図

っている。 
・教員の免許更新講習などでは，中堅教員に関し

て，教育センターの研修を兼ねて，講習の開設を

行い，無料で免許更新講習が可能な状態を作って

いる。 
・Ｅ県でも「Ｅ県公立学校教職員の人材育成方針」

を作っており，平成 28 年度 3 月に改訂したとこ

ろである。 
・また，推進プラン第 2 ステージ ～Ｅ県版「チ

ーム学校」実現プラン～として，教育プランの具

現化の次のステージプランを平成 29 年 3 月に策

定し，それまでの分析と新たな目標を決め，人材

育成の方針もその中に盛り込んでいる。 
・このような点から考えると，学校の組織の中で，

教員として働いたり，子供と向き合って動いたり

することができる教員の成長を期待している。 
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〇質疑 
◇これまで作成上の問題点や課題は，なにか。 
◆どの自治体も作成が求められ，今回，この形に

表した。これまでも，教員像の形は違うが示され

てきたが，今後，これを元に教職員に周知してい

くことが大切である。 
◇これまで，教職大学院修了者を受け入れてみて，

特に教職大学院に求めることは何か 
◆学部新卒者は，学校のことをあまり知らない。

教職大学院では，学校のことを学部生以上に，理

解した学生を送り出してもらいたい。 
◇講師との違いはどのように感じられているか。 
◆講師は，授業や実務において理解をしているが，

そこは，教職大学院修了者も学部学生と同様，経

験不足が感じられる。教育に関する知識や教養は

あるのであろうが，発揮できているかは，はっき

りと言えるほどの数がいない。 
◇リフレクション，コーチング，メンタリングな

どの内容は，どのように取り扱われているか。 
◆その重要性は認識しているので教員に対する研

修内容の中に，取り入れようとしている。大学等

の専門家を招いて，講演をしてもらうなどもある。

まだ，それほどに先生方に周知していない現状で

もある。 
 

〇訪問を終えて 
・育成指標を機会に，研修内容の見直しや教員へ

の目標をもってもらおうとする動きがわかった。 
・教職大学院の修了者の採用への期待は，感じる

ものの，教職大学院でどのような学修が行われ，

どのような資質や能力が育成されているかが知ら

れておらず，修了生が少ないことから，まだ，成

果を実感できていない状況であった。 
・県や学校現場は，学校経験と高い見識をもった

優秀な人材を求めている。その判断は，各自治体

が実施する採用試験のみでの判断である。教職大

学院に対する採用試験枠や広がりつつある採用の

猶予期間などの期待に応える学修の内容が求めら

れている。 
特に，学校現場を実際に知る機会を増やし，学

校現場での戸惑いや不適応が起きないよう，十分

な覚悟と準備ができていることが願われている。

また，教員としての素養として，誠実な人柄や子

供と向き合う使命感をもっていることが重要と捉

えているようである。 
 

４ 大学院学修との関連 

 福岡教育大学の教職大学院においては，次の人

材像を掲げて，教育課程を編成し，学修内容を設

定してきた。 
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 
カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の

方針） 
アドミッション・ポリシー 
特にアドミッション・ポリシーで示している育成

する人材像は，次のものであるが， 
・学部段階で修得した教員としての基礎的・基本

的な資質能力を前提に，教育状況を俯瞰する広い

専門的視野をもち，確かな学校教育活動の即戦力

となる実践的 指導力を持った教員を養成する。 
・即戦力となる実践的指導力の具体としては，授

業力と，学級経営力および人間関係形成能力 
 こうした力を蓄積することにより，教育現場の

新しい教育実践を構想・開発し，将来のリーダー

的役割を担う教員を養成する。 
 これらの姿は，各自治体が教員育成指標に関わ

る求める教師像に近く，これまでの教職大学院の

学修の確かさを感じた。 
 
５ 総合的考察 

 今回の教員育成指標の作成を機に，各自治体で

は，教員への資質・能力への注目が高まっている。

養成は大学で行うが，育成は採用した自治体，あ

るいは学校で育てるという意識が強く感じられた。

それに伴って研修内容を大幅に組み替えようとし

ている自治体が多くみられた。教科や学級担任と

しての指導力が中心で会った内容が，今後どのよ

うに変化した形で出てくるのかが注目である。本

学，教職大学院でこれまで行われてきた学修は，

教育の指導法や技術を理解し，単なる経験を多く

積んだ新人教員ではなく，教育を俯瞰し，課題や

今求められていることを理解でき，立ち向かえる

だけの力量や教員を組織できる力を目指してきた。

方向性は間違っておらず，今後は，さらに各自治

体が育成の中で高めたいものも情報収集し，学修

内容に反映させていくことが重要である。 

 

本件に関しまして，協力いただいた各自治体教

育委員会の皆様には，お礼を申し上げます。 

 

主な引用・参考文献 

九州地区教員育成指標研究協議会 2017 校長及

び教員としての資質の向上に関する指標策定ガイ

ドブック 福岡教育大学教育総合研究所 

他各自治体 育成指標やそれに関わる具体の計画 
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